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郵
便
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
四
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
二
千
四
年
十
月
五
日
に
ブ
カ
レ
ス
ト
で
署
名
さ
れ
た
万
国
郵
便
条
約
に
お
い
て
、
郵
便
切
手
の
偽
造
等
に
係

る
処
罰
規
定
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
郵
便
法
の
罰
則
規
定
に
つ
い
て
、
郵
便
料
金
計
器
に
よ
る
印
影
を
偽
造
す
る
行
為

等
を
処
罰
す
る
た
め
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
郵
便
料
金
計
器
の
印
影
そ
の
他
郵
便
に
関
す
る
料
金
を
表
す
印
影
の
偽
造
等
の
処
罰
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

二
、
こ
の
法
律
は
、
二
千
四
年
十
月
五
日
に
ブ
カ
レ
ス
ト
で
署
名
さ
れ
た
万
国
郵
便
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る

日
か
ら
施
行
す
る
。


